
所沢市告示第２８３号 

  

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特

定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの

届出をしなければならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を指

定するので、同条第３項において準用する第６条第２項の規定により、次のとお

り公示する。 

 

令和８年６月８日 

所沢市長  小野塚 勝俊 

 

１ 形質変更時要届出区域 

別図のとおり（埼玉県所沢市坂之下598番8、598番14、598番15の一部、598

番16の一部及び598番17） 

 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の種類 

ふっ素及びその化合物 
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【起点】
起点は、所沢市大字坂之下字丸沢598番8の最北端とする
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